
企業等の奨学金返還支援制度導入促進費補助金交付要綱

（補助金の交付）

第１条 知事は、物価高騰が長期化する中で、県内の中小企業等において奨学金を返還し

ながら働く従業員等の負担を軽減し、人材確保や若者の県内定着につなげるため、県内

の中小企業等が行う従業員等の奨学金返還を支援する制度の導入に要する経費に対し、

予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、徳島県補助金交付規

則（昭和５８年徳島県規則第５３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱の定めるところによる。

（定義）

第２条 「中小企業等」とは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる要件を満たす者をいう。

区 分 要 件

１ 製造業、建設業及び 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時

運輸業 使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人

２ 卸売業 資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は常時

使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人

３ サービス業（ソフト 資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常

ウェア業、情報処理サ 時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人

ービス業及び旅館業を

除く。）

４ 小売業 資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常

時使用する従業員の数が５０人以下の会社及び個人

５ ゴム製品製造業（自 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時

動車及び航空機用のタ 使用する従業員の数が９００人以下の会社及び個人

イヤ及びチューブの製

造業並びに工場用ベル

トの製造業を除く。）

６ ソフトウェア業及び 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時

情報処理サービス業 使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人



７ 旅館業 資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常

時使用する従業員の数が２００人以下の会社及び個人

８ その他の業種 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時

使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人

９ 医療法人、社会福祉 常時使用する従業員、職員又は使用人（以下「従業員等」

法人、学校法人、農事 という。）の数が３００人以下の者

組合法人

10 中小企業団体の組織 常時使用する従業員等の数が、第１項から第８項までの

に関する法律（昭和３ 業種分類に応じ、それぞれ右欄の従業員規模以下の者

２年法律第１８５号）

第３条第１項に規定す

る中小企業団体

11 特別の法律によって 常時使用する従業員等の数が、第１項から第８項までの

設立された組合及びそ 業種分類に応じ、それぞれ右欄の従業員規模以下の者

の連合会

12 財団法人及び社団法 常時使用する従業員等の数が、第１項から第８項までの

人 業種分類に応じ、それぞれ右欄の従業員規模以下の者

13 特定非営利活動法人 常時使用する従業員等の数が、第１項から第８項までの

業種分類に応じ、それぞれ右欄の従業員規模以下の者

２ 「奨学金返還支援制度」とは、県内の中小企業等が行う、従業員等の奨学金の返還に

係る手当等を支給する制度又は従業員等に代わって奨学金の返還に係る債権者に当該奨

学金を直接返還する制度をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

（１）徳島県内に事業所を有する中小企業等であること。

（２）宗教上の組織若しくは団体又は政党その他の政治団体（これらの者が法人でない

場合は、その代表者又は管理人）でないこと。

（３）申請日の前日を起算日とする過去１年間において、労働基準法（昭和２２年法律

第４９号）その他の労働関係法令に違反していないこと。

（４）暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

（５）従業員等に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がない



こと。

（６）法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しない者でない

こと。

（７）公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令又は同法第６２条第１項に規定

する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から

１年を経過しない者でないこと。

（８）県税を滞納していないこと。

（補助事業等）

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、奨学金返還支援制度の導入を行う事業で、次

の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

（１）日本学生支援機構奨学金等を対象とする奨学金返還支援制度を就業規則、賃金規

程等（以下「就業規則等」という。）において定め、従業員等に周知していること。

（２）補助対象者のホームページ、公共職業安定所、地方公共団体及び職業紹介事業を

行う者を通じて提供する求人情報等において奨学金返還支援制度を導入しているこ

とを明示し、又は奨学金返還支援制度を導入していることを明示した求人活動を行

うこと。

（３）徳島県ホームページ等で、補助事業者の名称又は氏名、所在地及び奨学金返還支

援制度の内容に関する情報を公表することに同意すること。

（４）規則第４条の交付の決定の日以降に着手し、令和８年１月３０日までに完了する

ものであること。

（補助対象経費及び補助率等）

第５条 補助対象経費及び補助率等は、次の表に掲げるとおりとする。

事業内容 補助対象経費 補助率 上限額

就業規則等の作成若しくは変更又は相

就業規則等に 談若しくは指導を依頼したことで発生し

よる奨学金返 た社会保険労務士等の報酬

還支援制度の

導入及び従業 その他、就業規則等の作成又は変更及

員等への周知 び従業員等への周知のための人件費、通

信費、会議費、印刷製本費等 補助対象

経費総額の 500千円
補助事業者のホームページ等において １０／１０

奨学金返還支援制度を導入していること 以内

奨学金返還支 を明示するためのホームページの作成及



援制度を導入 び改修費用

していること

の明示及び求 奨学金返還支援制度を導入しているこ

人活動の実施 とを明示した求人活動を行うための求人

広告費、パンフレット等の印刷製本費、

就職説明会の開催・出展費用等

２ 前項の規定により算出された補助金の額に千円未満の端数がある場合は、当該端数を

切り捨てた額を補助金の額とする。

（補助金交付申請書等）

第６条 規則第３条の補助金交付申請書は、様式第１号による。

２ 規則第３条の知事が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

（１）補助事業計画書（別紙１）

（２）経費明細表・資金調達内訳表（別紙２）

（３）宣誓・同意書（別紙３）

（４）その他知事が必要と認める書類

３ 規則第３条の知事の定める期日は、別に定める。

４ 第１項の申請書を提出する者が、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）における納

税義務者である場合（簡易課税事業者である場合を除く。）には、第１項の申請書を提

出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含

まれる消費税等相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税として控除でき

る部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方

消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を申請額から減額して申請し

なければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等

相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

（補助金の交付の条件等）

第７条 規則第５条第１項各号に掲げる事項、規則第１５条の２に規定する事項及び次の

各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定の条件となる。

（１）補助事業者は、奨学金返還支援制度を就業規則等において定め、施行した日から

起算して５年以上、奨学金返還支援制度を継続して実施すること。

（２）補助事業者（消費税法における納税義務者に限る。）は、補助事業完了後に消費

税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場

合、消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書（様式第２号）により、速やか

に知事に報告すること。

２ 知事は、前項第２号の報告があった場合、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部

の返還を命ずることがある。

３ 提出された補助金交付申請書に係る補助金の額の合計が予算の総額に達したときは、

受付順により補助事業者を決定する。



（軽微な変更）

第８条 規則第５条第１項第１号の知事の定める軽微な変更は、補助対象経費の区分ごと

に配分された額について、その２０パーセント以内の金額の変更をいう。

２ 規則第５条第１項第２号の知事の定める軽微な変更は、補助金額に変更のないもので、

次の各号に掲げるものをいう。

（１）補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、

より能率的な補助目的達成に資するものと考えられるもの

（２）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更であるもの

（変更の承認の申請等）

第９条 規則第５条第１項第１号及び第２号の規定による知事の承認を受けようとする者

は、補助事業変更承認申請書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。

２ 規則第５条第１項第３号の規定による知事の承認を受けようとする者は、補助事業中

止（廃止）承認申請書（様式第４号）を知事に提出しなければならない。

３ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は、その理由及

び補助事業の遂行の状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。

（実績報告書等）

第１０条 規則第１１条の実績報告書は、様式第５号による。

２ 規則第１１条の知事の定める書類は、次に掲げるとおりとする。

（１）補助事業実績書（別紙１）

（２）経費明細表・資金調達内訳表（別紙２）

（３）その他知事が必要と認める書類

３ 規則第１１条の規定による実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受

けた日から起算して３０日を経過した日又は令和８年１月３０日のいずれか早い期日ま

でにしなければならない。

（補助金の請求）

第１１条 規則第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金請求書（様式第

６号）に当該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければならな

い。

（補助金の支払）

第１２条 知事は、前条の補助金請求書等を受理した後に、補助金を支払うものとする。

（証拠書類等の保管）

第１３条 規則第１６条の帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は廃

止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。



（雑則）

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に

定める。

附 則

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度分の補助金について適用する。



様式第１号（第６条関係）

令和　　年　　月　　日

　徳島県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　 住　所

事業者等の名称

代表者の職・氏名　　

１　補助事業名

　　令和７年度　企業等の奨学金返還支援制度導入促進事業

２　補助金交付申請額

　　金　　　　　　　　円

３　関係書類

（１） 補助事業計画書（別紙１）

（２） 経費明細表・資金調達内訳表（別紙２）

（３） 宣誓・同意書（別紙３）

（４） その他知事が必要と認める書類

４　担当者の氏名、連絡先

　氏名　　　　　　　　　　　　（連絡先　　　　　　　　　　　　）

補　助　金　交　付　申　請　書

　補助金の交付を受けたいので、徳島県補助金交付規則第３条の規定により、次のとおり
関係書類を添えて申請します。



（別紙１）

＜申請者の概要＞

業種区分

【交付要綱第２条第１項の表の１～13のいずれかを記載してください】

（ふりがな）
氏名

役職

電話番号

携帯電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

補助事業計画書

（ふりがな）
申請者名（商号又は屋号）

代表者役職

消費税の適用 □ 課税事業者　　　□ 免税事業者　　　□ 簡易課税事業者

担
当
者
連
絡
先

常時使用する
従業員の数

人　

資本金の額
（①～⑧の場合のみ）

円　

自社ホームページのＵＲＬ
（無い場合は「なし」と記載）

（ふりがな）
代表者氏名

申請者住所

〒　　　　　－



＜補助対象事業の概要＞

※　その他必要書類
　（１）資本金及び従業員等の数が中小企業等に該当することが確認できる書類
　（２）個人事業主等の代表者の本人確認ができる書類（法人の場合は不要）
　（３）県税（特別法人事業税及び地方法人特別税を含む）全てに未納がないことの証明書

　□ 日本学生支援機構奨学金

　□ その他の奨学金（　　　　　　　　　　　　　　　）

奨学金返還支援制度の
対象とする奨学金

（複数選択可）

事業スケジュール

奨学金返還支援制度を
導入していることの明示方法

又は
明示した求人活動の内容

事業実施期間
（着手予定）令和　　年　　　月　　　日　～

（完了予定）令和　　年　　　月　　　日

従業員等への周知の方法

令和　　　　　年　　　　　月
制度導入の時期

（就業規則等の施行日）



（別紙２）

【事業者名：　　　　　　　　　　】 （単位：円）

内容・積算内訳
補助対象経費

（税抜・税込）
※どちらかに○

補助金交付
申　請　額

（千円未満切捨）

小計

小計

（単位：円）

（自己資金）

（借 入 金）

（そ の 他）

※　合計欄は補助対象経費の合計額と一致させること

経費明細表（計画）

事業区分

合計

資金調達内訳表（計画）

補助対象経費

就業規則等による奨学金
返還支援制度の導入

及び従業員等への周知

奨学金返還支援制度を
導入していることの明示

及び求人活動の実施

そ　　の　　他

補助金交付申請額

合　　　計（※）

区　　　分 金　　　額 資金調達先

自　己　資　金

借　　入　　金



（注）

　１　経費明細表について

　　・　計上する経費については、原則として見積書を添付すること。

　　　　見積書の添付が困難な場合は料金表等、積算根拠がわかる資料（カタログ等）を添付すること。

　　　　見積書の内容及び価格は「一式」の記載ではなく、内訳がわかるものとすること。

　　・　「内容・積算内訳」は、内容や経費積算の内訳を具体的に記載すること（「一式」の記載は不可）。

　　　　なお、必要に応じて「別紙参照」と記載し、添付資料等を用いて差し支えない。

　　・　以下に掲げる補助事業者にあっては、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できる

　　　ものとする。

　　　①消費税法における納税義務者とならない補助事業者　②免税事業者　③簡易課税事業者

　　　　上記以外の事業者にあっては消費税を差し引いた金額を記載すること。

　２　資金調達内訳表について

　　・　「借入金」については、「資金調達先」欄に融資を受ける予定の金融機関等名及び

　　　融資を受ける予定の額を記載すること。

　　・　「補助金交付申請額」は、経費明細表の補助金交付申請額と一致させること。

　　　　また、補助金の支払は、原則として補助事業終了後の精算払となるため、事業実施期間中は

　　　補助金相当分の資金を確保しておく必要があることから、「資金調達先」欄に当初の資金調達先を

　　　記載すること。

　　・　合計額は、経費明細表の「補助対象経費」の合計と一致させること。

　３　その他

　　・　欄が足りない場合は、適宜、行数を追加して差し支えない。



（別紙３）

　　年　　月　　日

　徳島県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　 住　所

事業者等の名称

代表者の職・氏名　　

□

□

□

□

□

□
□

□

□

□

□

・法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられていません。
刑に処せられていた場合は、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなく
なった日から１年を経過しています。

宣　誓　・　同　意　書

　私は、企業等の奨学金返還支援制度導入促進事業費補助金の申請に当たり、下記の内容
について宣誓・同意します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、
当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。

・宗教上の組織若しくは団体又は政党その他の政治団体（法人でない場合は、その
代表者又は管理人）ではありません。

・申請日の前日から過去１年間に、労働基準法その他の労働関係法令に違反してい
ません。

・代表者、役員、従業員等が、暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を
有する者には該当しません。

・この宣誓・同意書の内容について、徳島県が徳島県警察本部等に照会することを
承諾します。

・公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第４９条に
規定する排除措置命令又は同法第６２条第１項に規定する納付命令を受けていませ
ん。又は、その必要な措置が完了した日若しくはその納付が完了した日から１年を
経過しています。

・県税を滞納していません。

・徳島県ホームページ等で、事業者の名称又は氏名、所在地及び奨学金返還支援制
度の内容に関する情報を公表することに同意します。

・補助金の交付が決定された場合、就業規則等を施行した日から５年以上、奨学金
返還支援制度を継続することを誓います。

・申請内容に虚偽等が判明した場合は，補助金の返還及び加算金の支払いに応じま
す。

・徳島県から本事業に関する検査・報告等の求めがあった場合、これに応じます。



様式第２号（第７条関係）

令和　　年　　月　　日

　徳島県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　 住　所

事業者等の名称

代表者の職・氏名　　

１　補助金額（知事が確定通知書により通知した額）

２　補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

３　消費税及び地方消費税の額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額

４　補助金返還相当額（３－２）

　担当者氏名　　　　　　　　　　　　（連絡先　　　　　　　　　　　　）

（注）

　１　別紙として積算の内訳を添付すること。

　２　消費税の申告書の写しを添付すること。

消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書

　企業等の奨学金返還支援制度導入促進費補助金交付要綱第７条第１項第２号の規定により、次
のとおり報告します。



様式第３号（第９条関係）

　　年　　月　　日

　徳島県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　住　所

事業者等の名称

代表者の職・氏名　　

１　補助事業名

　　令和７年度　企業等の奨学金返還支援制度導入促進事業

２　変更の内容

（１）経費配分の変更 （単位：円）

変更前 変更後 変更前 変更後

（２）内容の変更

３　変更の理由

　担当者氏名　　　　　　　　　　　　（連絡先　　　　　　　　　　　　）

変　　　更　　　前 変　　　更　　　後

合　　計

補　助　事　業　変　更　承　認　申　請　書

　　　　　年　　月　　日付け徳島県指令　　第　　号で補助金の交付の決定がありまし
た次の事業について、その（　経費配分の変更　・　内容の変更　）の承認を受けたいの
で、企業等の奨学金返還支援制度導入促進費補助金交付要綱第９条第１項の規定により、
次のとおり申請します。

備　　考
補　助　金　額補助対象経費

事業区分



様式第４号（第９条関係）

　　年　　月　　日

　徳島県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　 住　所

事業者等の名称

代表者の職・氏名　　

１　補助事業名

　　令和７年度　企業等の奨学金返還支援制度導入促進事業

２　補助金の交付の指令番号及び補助金交付決定額

　　　　　　年　　月　　日付け徳島県指令　　第　　　号

　金　　　　　　　　円

３　中止の理由

４　中止の時期

　担当者氏名　　　　　　　　　　　　（連絡先　　　　　　　　　　　　）

補　助　事　業　中　止（　廃　止　）承　認　申　請　書

　　　　　年　　月　　日付け徳島県指令　　第　　号で補助金の交付（変更）の決定が
ありました次の事業について、事業の中止（廃止）の承認を受けたいので、企業等の奨学
金返還支援制度導入促進費補助金交付要綱第９条第２項の規定により、次のとおり申請し
ます。



様式第５号（第１０条関係）

　　年　　月　　日

　徳島県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　 住　所

事業者等の名称

代表者の職・氏名　　

１　補助事業名

　　令和７年度　企業等の奨学金返還支援制度導入促進事業

２　補助金の交付の指令番号

　　　　　　年　　月　　日付け徳島県指令　　第　　　号

３　補助金交付決定額

　　金　　　　　　　　円

４　補助金実績額

　　金　　　　　　　　円

５　関係書類

（１） 補助事業実績書（別紙１）

（２） 経費明細表・資金調達内訳表（別紙２）

（３） その他知事が必要と認める書類

６　担当者の氏名、連絡先

　氏名　　　　　　　　　　　　（連絡先　　　　　　　　　　　　）

実　績　報　告　書

　補助事業が完了したので、徳島県補助金交付規則第１１条の規定により、次のとおり関
係書類を添えて報告します。



（別紙１）

１　補助事業者

２　補助事業の概要

※　その他必要書類
　（１）奨学金返還支援制度を導入し、従業員等に周知したことが確認できる書類
　（２）奨学金返還支援制度を導入していることを明示し、又は明示した求人活動を行ったことが確認できる書類
　（３）見積書、発注書又は契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一連の証拠書類
　（４）振込先の通帳の表紙と表紙裏の見開きの写し（カタカナの名義・口座番号等が記載されている部分の写し）

奨学金返還支援制度を
導入していることの明示方法

又は
明示した求人活動の内容

事業の成果、効果等

【今回行った事業により達成された人材確保の成果又は今後期待される効果について具体的に記載】

（１）就業規則等による奨学金返還支援制度の導入及び従業員等への周知

（２）奨学金返還支援制度を導入していることの明示及び求人活動の実施

補助事業実績書

代表者職・氏名名　　　称

奨学金返還支援制度の
対象とした奨学金

（複数選択可）

　□ 日本学生支援機構奨学金

　□ その他の奨学金（　　　　　　　　　　　　　　　）

支援対象
（複数選択可）

　　　　□ 正社員・正職員　　　　□ パート・アルバイト
　　　　□ その他（契約社員、準社員等）

従業員等への周知の方法

支援の方法 □ 代理返還型　　　□ 手当等支給型　　　□ 併用

制度導入の時期
（就業規則等の施行日）

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

その他の要件

【「月額返還額の○％」「月額一律○円」など、具体的な支援内容を記載】

支援内容

【「新卒採用者」「○歳以下の者」など、上記以外で支援対象の要件があれば記入】

支援期間
【「在職期間中」「最大○年間」など、具体的な支援期間を記載】



（別紙２）

【事業者名：　　　　　　　　　　】 （単位：円）

内　　　容
補助対象経費

（税抜・税込）
※どちらかに○

補　助　金
実　績　額

（千円未満切捨）

小計

小計

（単位：円）

（自己資金）

（借 入 金）

（そ の 他）

※　合計欄は補助対象経費の合計額と一致させること

補 助 金 実 績 額

合　　　計（※）

補助対象経費

自　己　資　金

借　　入　　金

そ　　の　　他

合計

資金調達内訳表（実績）

区　　　分 金　　　額 資金調達先

奨学金返還支援制度を
導入していることの明示

及び求人活動の実施

経費明細表（実績）

事業区分

就業規則等による奨学金
返還支援制度の導入

及び従業員等への周知



（注）

　１　経費明細表について

　　・　計上する経費については、必ず支払の事実を証明できる証拠書類を添付すること。

　　　　支払の事実を証明できる証拠書類は「一式」の記載ではなく、内訳がわかるものとすること。

　　・　見積書、発注書又は契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一連の証拠書類の宛先等は、

　　　全て補助対象事業者である必要がある。宛先が補助対象事業者と異なるものや記載のないもの、

　　　日付の確認できないもの等は証拠書類として認めない。

　　・　「内容」は、内容や経費の内訳を具体的に記載すること。（「一式」の記載は不可）

　　　　なお、必要に応じて「別紙参照」と記載し、添付資料等を用いて差し支えない。

　　・　以下に掲げる補助事業者にあっては、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を請求できる

　　　ものとする。

　　　①消費税法における納税義務者とならない補助事業者　②免税事業者　③簡易課税事業者

　　　　上記以外の事業者にあっては消費税を差し引いた金額を記載すること。

　２　資金調達内訳表について

　　・　「借入金」については、「資金調達先」欄に融資を受けた金融機関等名及び融資額を記載すること。

　　・　「補助金実績額」は、経費明細表の補助金実績額と一致させること。

　　　　また、「資金調達先」欄には、事業実施期間中の補助金相当分の資金調達先を記載すること。

　　・　資金調達合計額は、経費明細表の「補助対象経費」の合計と一致させること。

　３　その他

　　・　欄が足りない場合は、適宜、行数を追加して差し支えない。

　　・　補助事業年度終了後５年間は、会計検査院による検査等が行われることがあり、

　　　補助事業者は検査等に協力する義務がある。そのため、経費の支払に係る証拠書類等は、

　　　他の事業と混合しないよう整理し、補助事業年度終了後５年間保存すること。



様式第６号（第１１条関係）

 徳  島  県　知　事　　　殿 

住所

事業者等の名称

代表者の職・氏名　　

円

　口座振込先

） ）

   預金種別（　１普通　　２当座　　３その他　）

   口座名義（カタカナ書き） （ ）

発行責任者及び担当者

発行責任者　氏名　　　　　　　　　　　　（連絡先　　　　　　　　　　　　）

担当者　　　氏名　　　　　　　　　　　　（連絡先　　　　　　　　　　　　）

受理日付印

補 助 金 請 求 書

請求日  　　　　　年　　月　　日

右の金額を
請求します。

請　求
金　額

補 助 指 令 年 月 日 令和　　年　　月　　日

補 助 指 令 番 号 徳島県指令　　第　　　号

補 助 額

既 受 領 額

残 額

今 回 請 求 額

金融機関名（ 　店舗名（

請 求 区 分 　精　算

（右づめ）
   口座番号

摘　　　　　　　　　　　　要

補 助 事 業 名 令和７年度　企業等の奨学金返還支援制度導入促進事業

補 助 指 令 金 額


